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■中央公民館	 問	社会教育課社会教育係（中央公民館内☎73-1114）

区分

午前 午後 夕方 夜間 全日

午前８時30分～正午 午後１時～５時 午後５時～７時 午後７時～９時 午前８時30分～午後９時

現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後
視聴覚室 930円 1,390円 930円 1,390円 － 690円 1,240円 1,860円 3,130円 4,690円 

第一会議室 930円 1,390円 930円 1,390円 － 690円 1,240円 1,860円 3,130円 4,690円 
第二会議室 780円 1,170円 780円 1,170円 － 580円 930円 1,390円 2,350円 3,520円 
第三会議室 780円 1,170円 780円 1,170円 － 580円 930円 1,390円 2,350円 3,520円 
和室(一室) 780円 790円 780円 790円 － 390円 930円 940円 2,350円 2,390円 

工芸室 780円 1,170円 780円 1,170円 － 580円 930円 1,390円 2,350円 3,520円 
展示室 520円 520円 520円 520円 － 260円 620円 620円 1,570円 1,570円 

多目的ホール 6,280円 9,160円 6,280円 9,160円 － 4,560円 9,420円 13,750円 18,850円 27,520円 
※冷暖房使用料を含みます。

■菊川文化会館アエル	 問	菊川文化会館アエル（☎35-1515）

区分

午前 午後 夜間 全日

午前９時～正午 午後１時～５時 午後６時～９時30分 午前９時～午後９時30分

現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後

大ホール
平日 14,300円 21,450円 23,100円 34,650円 28,600円 42,900円 57,200円 85,800円 

土日祝日 17,870円 26,800円 28,870円 43,300円 35,750円 53,620円 71,500円 107,250円 

小ホール
平日 4,290円 6,430円 6,930円 10,390円 8,580円 12,870円 17,160円 25,740円 

土日祝日 5,350円 8,020円 8,650円 12,970円 10,720円 16,080円 21,450円 32,170円 
展示ロビー 550円 820円 550円 820円 770円 1,150円 1,650円 2,470円 

展示室 550円 780円 550円 780円 770円 1,100円 1,650円 2,350円 
会議室 550円 730円 550円 730円 770円 1,020円 1,650円 2,190円 
和室 1,100円 1,510円 1,100円 1,510円 1,540円 2,120円 3,300円 4,550円 
茶室 330円 490円 330円 490円 440円 660円 990円 1,480円 

リハーサル室(大) 1,100円 1,210円 1,100円 1,210円 1,540円 1,690円 3,300円 3,630円 
リハーサル室(小) 550円 610円 550円 610円 770円 860円 1,650円 1,840円 

大ホール楽屋(１室) 330円 490円 330円 490円 440円 660円 990円 1,480円 
小ホール楽屋(１室) 330円 490円 330円 490円 440円 660円 990円 1,480円 
※附属設備や備品使用料については、上記問い合わせ先まで連絡ください。
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す
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使用料を改定する施設と金額
下記は、市民および市内に事業所を有する人の料金です。その他の人が利用する場合は、各問い合わせ先まで連絡ください。
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